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当院では以下の施設基準の届け出を行っております。

【基本診療料】
● 情報通信機器を用いた診療に係る基準
● 外来感染対策向上加算
● 連携強化加算
● サーベイランス強化加算
● 医療DX推進体制整備加算１

【特掲診療料】
● ニコチン依存症管理料
● CT撮影
● 検体検査管理加算(Ⅰ)
● 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合Ⅰ)
● 導入期加算1
● 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
● 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
● 運動期リハビリテーション(Ⅱ)
● 在宅時医学総合管理料
● 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
● 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）（１）
● 外来データ提出加算
● 在宅データ提出加算
● リハビリテーションデータ提出加算

【選定療養費】
医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療
● 運動器リハビリテーション料 1,980円


